
１.管理者ユーザーの
初期設定

＜概要＞
◆でんさいネットから郵送されるでんさいライトの利⽤開始通知をもとに、⾃社
の管理者ユーザーの初期設定を⾏います。
※初期設定には、SMSを受信できるスマートフォン等の端末が必要になります
ので、予めお⼿元にご⽤意ください。

◆でんさいライトのユーザーの種類は管理者・承認者・担当者の３つがあり、
各々の役割は以下のとおりです。

管 理 者 ユ ー ザ ー

管理者ユーザー 承認者・担当者ユーザーの作成、ユーザー情報の管理 等
承認者ユーザー 担当者ユーザーが⾏った登録申請の承認等
担当者ユーザー 記録請求・各種設定（残⾼証明書の発⾏等）の登録申請 等
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① 管理者ユーザー（となる⽅）がでんさいライ
トのログイン画⾯にアクセスし、管理者ID・
初期パスワード・利⽤契約番号を⼊⼒のうえ、
「ログイン」のボタンをクリックします。

・でんさいライトのログイン画⾯のURLは以下の
とおりです。
https://da.densai-light.jp/DDAClientAppC/#/SZ
PS00101

・管理者のユーザーID・初期パスワード・利⽤契
約番号は、でんさいネットから郵送される利⽤
開始通知に記載されています。
※初期パスワードの最後の４桁は、でんさいラ
イトの利⽤申込時に記載した決済⼝座の⼝座
番号の下４桁となります。

※初期パスワードの有効期限は、利⽤開始通知
に記載の⽇付から30⽇となりますので、必ず
期限内に初期設定を⾏うようにしてください。

※利⽤契約番号はでんさいライトの利⽤契約単
位で付番される番号で、利⽤者番号（利⽤者
単位で付番）とは異なります。

Ｐｏｉｎｔ
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② でんさいライトのサービスで利⽤する携帯電話
番号を⼊⼒し、「次へ」のボタンをクリックし
ます。

③ ②で⼊⼒した携帯電話番号にSMSが送信されま
すので、SMSに記載されたワンタイムパスワー
ドを⼊⼒し「次へ」のボタンをクリックします。

・携帯電話番号はハイフン（-）を除いた数字のみ
⼊⼒してください。

Ｐｏｉｎｔ

・SMS（Short Message Service）とは携帯電話や
スマートフォンの電話番号を宛先にして、メッ
セージをやり取りするサービスです。

Ｐｏｉｎｔ
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④ 新しいパスワード（確認⽤も含めて２回）を⼊
⼒し、「登録」のボタンをクリックします。

・新しいパスワードは半⾓10桁以上64桁以下で設
定することができます。なお、アルファベット
（⼤⽂字・⼩⽂字）・数字・記号をそれぞれ１
つ以上含む必要があります。
【使⽤可能な記号】
!#$%&()*+-./:;?@_`<=>[]^{|}~

・上記の要件を満たしていない場合、パスワード強
度が「low」と表⽰され、「登録」のボタンをク
リックしてもエラーとなります。

・パスワードが第三者に漏えいした可能性がある場
合、速やかに変更を⾏ってください。
⇒本マニュアルの第５章２.を参照。

Ｐｏｉｎｔ
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⑥ でんさいライトで利⽤するメールアドレスを⼊
⼒し、「次へ」のボタンをクリックします。

⑤ 確認のダイアログが表⽰されますので、「OK」
のボタンをクリックします。
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⑧ 管理者ユーザーの⽒名を⼊⼒し、「登録」のボ
タンをクリックします。

⑦ ⑥で⼊⼒したメールアドレスにテストメールが
送信されますので、メールに記載されたワンタ
イムパスワードを⼊⼒し「次へ」のボタンをク
リックします。

・迷惑メールの対策などでドメイン指定を⾏ってい
る場合、メールが受信できない場合があります。
その場合は「@mail.densai-light.jp」を許可する
よう設定のうえ、「戻る」ボタンでメールアド
レスの⼊⼒からやり直してください。

Ｐｏｉｎｔ
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⑨ 確認のダイアログが表⽰されますので、「OK」
のボタンをクリックします。

・ここまでの操作で管理者ユーザーの初期設定の作
業は完了となります。続いて、承認者・担当者
ユーザーの作成を⾏います。
⇒本マニュアルの第１章２.を参照。

・ユーザーID・パスワード・利⽤契約番号は、で
んさいライトをご利⽤いただくために必要な情報
になりますので⼤切に保管してください。また、
これらの情報は第三者には絶対に教えないでくだ
さい。

・不正ログイン（本⼈なりすまし）を防⽌する観点
から、パスワードを規定回数以上誤って⼊⼒す
るとロックされ、でんさいライトにログインで
きなくなります。
⇒でんさいライトにログインできない場合は、
でんさいライトコールセンター（0120-585-
866）までお問合せください。

Ｐｏｉｎｔ
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